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2025 年５月 20 日 

 

ASPIRE 日蘭共同公募 

研究セキュリティに関する FAQ 

JST 国際部先端国際共同研究推進室 

 

1 総論 

1.1 研究セキュリティの確保に係る取組みのねらい 

Q1.１ 研究セキュリティの確保に取組むねらいは何でしょうか？ 

A1.１ 昨今、研究機関等からの技術情報流出対策の重要性が指摘される中で、公開

前の研究成果や研究競争力の源泉となりうるノウハウ等の意図せぬ流出を防ぐととも

に、アカデミアにおける研究の独立性、透明性、開放性を最大限守り、安心して研究を

遂行できる環境を整えるためです 

 

Q1.２ なぜ ASPIRE 日蘭共同公募は研究セキュリティ確保の取組みの対象なのです

か？ 

A1.２ JST では経済安全保障上の重要技術について、公開前の研究成果や研究競争

力の源泉となりうるノウハウ等の意図せぬ流出を防ぐとともに、アカデミアにおける研

究の独立性、透明性、開放性を最大限守り、安心して研究を遂行できる環境を整える

ための取組として、研究セキュリティの確保を推進する取組（JST-TRUST）を開始し

ました。本年度は、半導体分野、量子技術分野における研究公募を行う事業において

パイロット的取組を実施することとしており、ASPIRE を該当事業として位置づけてい

るものです。 

 

Q１．３ 研究セキュリティの確認でリスクありと判定された場合は、研究が実施できなくな

るのでしょうか？ 何をすれば研究が実施できるのでしょうか？ 

A１．３ 仮にリスクありと判定された場合でも、適切なリスク軽減策を講じることで研究は

実施可能です。 

 

Q１．4 研究セキュリティの確保を通じて軽減しようとしている「リスク」とは何ですか？ 

A１．4 JST では、公開前の研究成果や研究競争力の源泉となりうるノウハウ等の意図

せぬ流出、または、経済安全保障上重要な技術情報やデュアル・ユース的な応用の可

能性のある技術情報等の意図せぬ流出・移転を削減すべき「リスク」として捉えていま

す。 

 

Q１．5 研究セキュリティ・アンケートへの記載内容は、採択に影響しますか？  

A１．5 研究セキュリティ・アンケートへの記載内容については、必要な情報が適切に記

載されている限りにおいて、研究提案に対する審査には影響しません。（ただし、必要に

応じて、研究開始までに適切なリスク軽減策を講じることが求められることがありま

す。） 
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2 実施時期 
2.1 適格性審査で研究セキュリティ確保がされていると判断された場合の対応 

Q2.1 ASPIRE 日蘭共同公募では、研究セキュリティの確認の結果、確保がされている

と判断されれば、以後のプロセスはどのようになりますか？  

Ａ2.1 ＪＳT が研究セキュリティ・アンケートの記載内容等から研究セキュリティが確保さ

れていることを確認した後、研究提案の審査を実施します。なお、必要に応じて、面接時

にリスク軽減策の内容や実施状況等を確認することがあります。 

 

2.2 適格性審査で疑義ありとされた場合の対応 

Q2.2 ASPIRE 日蘭共同公募では、研究セキュリティ・アンケートの確認の結果、何らか

のリスクが確認された場合は、以後のプロセスはどのようになりますか？  

Ａ2.2 研究内容によっては採択や採択後の研究推進にあたり、リスク軽減策の対応を

依頼する場合があります。なお、その対応が不十分な場合、機構は関係する研究機関

で適切な対応が講じられるまで、頂いた提案に対する審査を留保する場合がありま

す。 

 

3 対象及び対象者 

3.1 ＡＳＰＩＲＥ日蘭共同公募で研究セキュリティ確保が求められる研究提案の範囲 

Q３.1 ＡＳＰＩＲＥ日蘭共同公募における研究セキュリティ確保の取組みは全ての研究提

案が対象ですか？ 

A３．1 はい。本公募では、全ての研究提案について研究セキュリティ・アンケートの提出

を依頼します。 

 

3.2 ＪＳＴの研究セキュリティ・アンケートの確認範囲（対象者） 

Q3．2 ＪＳＴの研究セキュリティ・アンケートの確認範囲（対象者）は日本側研究体制の

みか、日蘭双方か、いずれでしょうか？ 

A3．2 日本側研究体制について確認をお願いします。また、研究実施にあたり、日本側

研究体制に含まれない国内外の協力機関・研究者がある場合(オランダ側研究体制

は含みません)は、そのような協力機関等について確認をお願いします。 

 

3.3 研究資金を受けない協力機関に対する確認 

Q3．3 研究提案で提案する研究体制には、研究資金を受けない協力機関（企業等）が

含まれる場合があります。こうした機関も同様のチェックを行うのでしょうか？ 

A3．3 はい。ＪＳＴによる研究セキュリティ・アンケートについては、本事業による研究資金

を受けない日本側の協力機関・協力者についても記入を要請しています。 

なお、本事業に係る研究体制には、直接研究資金の支援を受けない Cooperation 

partners（主に企業）や Co-funders（in-kind による共同研究への貢献）が参画す

る場合があることを想定しています。また、提案された研究体制の外に国内外の協力

機関・研究者などがある場合も想定しています。 
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3.4 企業等がＣｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ partners として研究体制に加わる場合や研究体制外の協力

者に加わる場合 

Q3．4 企業等は、拠点が複数の国に渡っている場合もあり、研究セキュリティのアンケー

トで求めていることが調べられない場合があります。こうした機関も調べてアンケートに

記載する必要がありますか？ 

A3．4 企業等がＣｏｏｐｅｒａｔｉｏｎ partners として研究体制に加わる場合や研究体制外

の協力者に加わる場合は、研究セキュリティのアンケートに則り、企業本体および懸念

機関から出資を受けていることが明らかな場合はその機関について、経済産業省の外

国ユーザーリスト等に記載がないか必ず調査して下さい。なお、これは、大学、研究機

関等が企業等と協力する場合と同様の手続きとなりますので、大学、研究機関等の担

当部署にご相談ください。 

 

3.5 研究体制へのリスクがある研究者の参加 

Q3．5 日本側研究体制に、経産省の外国ユーザーリスト等に登録された機関にも所属

している研究者の参加を予定していますが、参加を避けた方が良いのでしょうか？ 

A3．5 まず、当該研究者の受け入れに関し、日本側あるいは相手国側の大学、研究機

関の安全保障貿易管理担当部門に相談いただき、その上で、当該研究者が研究体制

に参加する場合は、研究開発において取り扱う情報の内容等を踏まえ、適切なリスク軽

減策を講じてください。 

 

3.6 リスクがある研究者との共著論文がある研究者の参加 

Q3．6 日本側研究体制に、外国ユーザーリスト等に掲載された研究機関に所属してい

る研究者との共著論文等がある研究者の参加を予定しています。その者の参加は避け

た方が良いでしょうか？ 

A3．6 過去 2 年以内に、そうした研究機関所属の研究者と共著論文等がある研究者

が研究体制に参加する場合は、研究開発において取り扱う情報の内容等を踏まえ、必

要に応じて適切なリスク軽減策を講じてください。 

 

3.7 研究室に所属している者の対象範囲 

Q3．7 研究セキュリティのアンケートで求めている研究室に現在所属している者につい

ての確認は、どこまでを対象とするのでしょうか？ 例えば、秘書や事務員なども確認の

対象でしょうか？ 

A3．7 研究室が実施する研究に関係するメンバーを対象としてください。秘書や事務員

が研究に直接関与せず、研究内容に直接関係する情報にアクセスしないのであれば、

対象にはなりません。 

 

3.8 研究体制に参加するメンバーに兼務先がある場合 

Q3．8 研究体制に参加する PI もしくは Co-PI に兼務先がある場合は、その兼務先で

の確認も必要でしょうか？ 
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A3．8 兼務先も研究実施機関である場合は、PI もしくは Co-PI の本機関における研

究室に現在所属している者についても「１．（１）および（２）」では、回答に含めて下さ

い。 

 

3.9 外国ユーザーリストや統合スクリーニングリストに登録されている機関に過去所属してい

た研究者への対応 

Q3．9 過去、外国ユーザーリストや統合スクリーニングリストに登録されている機関に所

属していた研究者が研究に参加する場合は、どのような対応が必要でしょうか？  

A3．9 現在所属していなければ、研究セキュリティ・アンケートに記載する必要はありま

せんが、過去 2 年以内に、当該研究機関所属の研究者等との共著論文等がある場合

は、その情報について記載して下さい。 

 

3.10 想定されるリスク軽減策 

Q3．１0 「研究開発において取り扱う情報の内容等を踏まえ、必要に応じて適切なリスク

軽減策を講じる」とは、具体的にはどのようなリスク軽減策が考えらますか。  

A3．１0 例えば、研究提案にある研究活動において取り扱う又は産み出すことが見込ま

れる、研究競争力の源泉となりうるノウハウや経済安全保障上重要な技術に関する知

見や情報を「特定研究情報」として定義・特定し、これらの特定研究情報については、

これを取り扱ったり、アクセスできる者を限定するという措置が考えられます。 

 

3.11 リスクが見当たらない場合 

Q3．１1 研究セキュリティ・アンケートにおいて、懸念となる事項が全く無かった場合は、リ

スク軽減策についての記入（「4．」）は行わなくてよいでしょうか？ 

A3．１1 記入しなくて問題ありませんが、研究提案が採択された際には、研究参加者の

研究セキュリティに関する意識を涵養するための何らかの取組を行うことが期待されま

す。 

 

3.12 日本側研究体制への「非居住者」の参加 

Q３．１２ 日本側研究体制の一部に「非居住者」にあたる研究者がいますが、リスク軽減

が必要な対象になるのでしょうか？ そのような研究者は研究体制に含まない方がよい

のでしょうか？ 

A３．１２ 居住者」にあたる研究者への技術提供は、海外に送付する場合はもちろんのこ

と、日本国内においても、「みなし輸出管理」の対象として輸出管理が必要になります。

したがって、研究開発において取り扱う情報の内容等を踏まえ、必要に応じて適切なリ

スク軽減策を講じてください。なお、「非居住者」に該当するからといって、安全保障上

懸念がある者とみなされるわけではないことに留意が必要です。 

 

3.13 日本側研究体制への「特定類型」該当者の参加 

Q３．１３ 日本側研究体制の一部の研究参加者は、外国の大学、研究機関とクロスアポイ

ントメントを有していますが、リスク軽減が必要な対象になるのでしょうか？ 
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A３．１３ 当該研究参加者が、「居住者」であっても、安全保障貿易管理における「特定類

型」に該当する場合、「みなし輸出管理」の対象となります。したがって、研究開発にお

いて取り扱う情報の内容等を踏まえ、必要に応じて適切なリスク軽減策を講じてくださ

い。なお、「特定類型」に該当するからといって安全保障上懸念がある者とみなされる

わけではないことに留意が必要です。 

 

 

4 確認及び判断 

4.1 機微性／対応要否／軽減策の妥当性の判断 

Q4．１ 研究提案の研究内容に対する機微性、研究セキュリティ確保の対応要否、軽減

策の妥当性は、誰が／どうやって／いつ判断するのでしょうか？  

A4．１ JST の評価者が研究提案に基づき研究内容の重要性や機微性を評価するとと

もに、研究セキュリティのアンケートの内容等から、リスク軽減策の必要性や妥当性を

判断します。ASPIRE 日蘭共同公募では、公募締切直後に研究提案に関する適格性

審査を行います。 

 

4.2 研究セキュリティ・アンケートの記載内容（「4．リスク軽減策について」関連） 

Q4．2 「特定研究情報」とは、誰がどのように決めればいいのでしょうか？ 

A4．2 研究提案者には、必要に応じて、研究提案にある研究活動において取り扱う又は

産み出すことが見込まれる、研究競争力の源泉となりうるノウハウや、経済安全保障上

重要な技術に関する知見や情報等を「特定研究情報」として定義・特定していただき

ます。採択候補課題となった場合、JST 側から、その内容、範囲について助言を行うこ

とがあります。 

 

5 日蘭の対応 
5.1 JST の判断で研究セキュリティのリスクがあると判断された場合のオランダ側への波及 

Q5．1 JST で研究セキュリティのリスクがあると判断された場合、日蘭の体制全体を変

更するケースがあるでしょうか？ 

A5．1 JST では、研究セキュリティのアンケートに基づき、日本側の研究体制の確認を

実施しますので、オランダ側の研究体制への変更に及ぶことは想定していません。 

 

6 リスク軽減策の適用 

6.1 研究開始までにリスク軽減策が完了しない場合 

Q6．１ 研究開始までにリスク軽減策の対応が完了しない場合、どのような対応になるの

でしょうか？ 

A6．１ 本公募では、適切なリスク軽減策が講じられることを前提にして審査を実施しま

す。したがって、採択された場合には、研究計画書に研究開始までにリスク軽減策を講

じる旨記載を求める場合があります。 

 

6.2 研究開始までには対応が完了するが、審査開始には間に合わない場合 
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Q6．２ 研究開始までには対応が完了するが、審査開始には間に合わない場合、どのよ

うな対応になるのでしょうか？ 

A6．２ 研究開始までにリスク軽減策が講じられることを前提にして審査を実施します。 

 

7 研究体制の変更があった際の対応 

7.1 研究体制の変更により新たなメンバーが加わる場合、新たなメンバーのレベル 

Q7．１ 研究体制の変更により新たなメンバーが加わる都度、研究セキュリティ・アンケー

トを提出する必要がありますか？ 研究開始後に加わる新たなメンバーとは、Co-PI レ

ベルでしょうか？ 若手研究者や学生も含みますか? また、コーディネーターなども対

象であるでしょうか？ 日蘭双方のメンバーが対象になるのでしょうか？ 

A7．１ 研究体制や所属の変更があった場合、JST は研究計画書の変更を求めます。そ

の内容によっては、JST から研究セキュリティの確認を行う場合があります。 

 

7.2 研究体制変更時のオランダ側資金配分機関からの要請 

Q7．2 研究体制変更時、オランダ側資金配分機関である NWO に対して何らかの報告

が必要でしょうか？ 

A7．2 NWO 側にも研究体制の変更に必要な手続きがある可能性があることから、オラ

ンダ側研究代表者から NWO に確認をお願いします。 

 

7.3 研究体制の変更時 JST 側の要求に応えられない場合 

Q7．3 研究体制の変更時、JST 側の要求に応えられない場合、メンバーの追加ができ

ない、研究支援が一時的に停止するなどの措置がありますか？  

A7．3 研究体制の変更について、JST 側で精査したのち、日本側研究代表者に対応を

相談します。 

 

8 虚偽や事実と異なる申告 
8.1 チームメンバーが虚偽の申告をした場合 

Q8．1 JST に提出する研究セキュリティのアンケートの記載の際、研究体制のメンバー

が虚偽や事実と異なる申告をしていた場合には、どのような対応になりますか？ 

A8．1 大学、研究機関側で研究セキュリティ・アンケートに記載すべき情報の再度の確

認および必要に応じて適切なリスク軽減策を講じた上で、研究セキュリティ・アンケート

の再提出をお願いします。 

 

 

本 FAQ は、必要に応じて随時更新いたします。 

 


